
 

 

１．国立公文書館等の指定に関する定め 

○公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号） 

（定義）  

第二条 （略） 

３  この法律において「国立公文書館等」とは、次に掲げる施設をいう。  

一  独立行政法人国立公文書館（以下「国立公文書館」という。）の設置する公文書館  

二  行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有する

ものとして政令で定めるもの 

 

○公文書等の管理に関する法律施行令（平成２２年政令第２５０号） 

（法第二条第三項第二号の政令で定める施設）  

第二条  法第二条第三項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。  

一  宮内庁の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理

を行う施設として宮内庁長官が指定したもの  

二  外務省の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理

を行う施設として外務大臣が指定したもの  

三  独立行政法人等の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書

等の適切な管理を行うために必要な設備及び体制が整備されていることにより法第二条第三項第

一号 に掲げる施設に類する機能を有するものとして内閣総理大臣が指定したもの 

 

 

２、議論のポイント 

①多くの独立行政法人等においては、国立公文書館等の指定について、必ずし

もその必要性を認識していない。 

②他方で、独立行政法人等から国立公文書館への歴史公文書等の移管が進んで

いない。 

③国立公文書館等の指定を受けるための要件（いわゆる「ハードル」）が厳しい

との指摘 

 

 

３、現状の分析と課題 

①必要性がないと判断されている背景 

 ＜平成 25年度に内閣府及び国立公文書館が実施したアンケート調査＞ 

 ・独立行政法人・特殊法人（全 113法人中 80法人が回答）においては回答し

た法人の全てが国立公文書館等への指定を検討していない又は予定がない

と回答。 

・国立大学法人・大学共同利用機関法人（全 83 法人）のうち、約 8 割の法人
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が国立公文書館等への指定を検討していない又は予定がないと回答。 

・その理由として、移管すべき文書がない又はわずか である、場所や施設（設

備）の確保が困難、という回答が半数以上を占めている。 

 

＜平成 26年度に内閣府が実施した委託アンケート調査＞  

・回答があった 130法人中、121法人が指定を受ける必要性を感じないと回答。 

・その理由としては、歴史的に重要な公文書は全て国立公文書館へ移管すれば

良い、歴史的に重要な公文書を保有していない 、施設の利用ニーズが期待

されない、歴史資料等保有施設の指定のみで充分 であるから、との回答が

主なもの。 

 

②移管の状況及びその背景 

 ・独立行政法人等から国立公文書館への移管は、平成 23年度 9ファイル、平

成 24年度 131ファイル、平成 25年度 31ファイルと概して低調である。 

・他の国立公文書館等、ことに大学文書館の移管ファイル数及び移管率は下表

のとおり。もちろん、移管率は文書の質の面をもカバーするものではないが、

施設間でバラつきが大きく、国立公文書館に比して、当該施設側の裁量で多

くの法人文書が移管されている（「歴史公文書等」と考えているものの幅が

大きい）ことがうかがえる。 

 

 平成 25年度 平成 24年度 平成 23年度 

東北大学 68（1.6%） 243（3.8%） 84（2.4%） 

名古屋大学 394（6.8%） 447（9.5%） 176（7.6%） 

京都大学 3,009（44.7%） 2,685（26.4%） 3,159（32.7%） 

大阪大学 2,954（28.0%） ― ― 

神戸大学 448（27.3%） 288（14.8%） 192（5.2%） 

広島大学 900（32.8%） 657（20.8%） 0 

九州大学 36（0.70%） 354（1.3%） 27（0.5%） 

単位：ファイル（％は移管率） 

 

・制度上、国立公文書館に歴史公文書等を移管する法人からの移管が進んでい

ない理由としては、アンケート調査によれば、そもそも 歴史的に重要な公

文書を保有していない 、歴史的に重要な公文書については長期の保存期間

を設定している 、との回答が主であるが、法人文書については何が歴史的

に重要な公文書に該当するのかについて、明確な基準やガイドラインが存在

しないことから、一部には 公文書の重要性の判断が困難 であるとの指摘も
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ある。 

・国立公文書館においては、法人からの問い合わせに対して専門的技術的助言

を行っているが、個別的な対応に止まっている。 

・さらに、アンケート調査によれば、多くの法人において 現用文書を保存す

るスペースが手狭に なってきており、その確保について具体的に検討する

予定も立っていない。 

 

③施設の指定に係る要件に対する認識 

ⅰ）運用面での課題 

・施設の指定に係る要件は、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する

ガイドラインに示されているが、運用面での課題は、必ずしも法令改正を必

要とするものではない。 

・運用面での課題について、平成 26 年度にフォローアップを行った既存指定

施設（5法人）等からの意見としては、恒常的に温湿度管理を行うことがで

きる施設や設備が（ランニングコストを含めて）確保できない、くん蒸施設

が整備できない、消火設備が整備できない、利用者対応を行うための常勤職

員が確保できない、少ない利用者に対して平日フルタイムで窓口（閲覧室）

を開くのが厳しい、寄贈・寄託資料について 1 年以内の目録公開が難しい、

写しの交付について多様なメニューへの対応や低廉な手数料設定が難しい、

といったもの。 

・平成 26 年度に既存指定施設へのフォローアップ（5 法人）や、指定を希望

する法人との意見交換（4法人）を実施し、積極的なケアに努めたが、その

過程で、指定を希望する法人におけるこうした認識が、一部誤解に基づき、

必ずしも懸念要因にはならないことがクリアになるケースが多く、サポート

が重要であることが理解できたところ。 

 

  ＜国立公文書館等の指定を受けるための要件（いわゆる「ハードル」）が厳

しいとの指摘に対する考え方＞ 

温湿度管理が可能な施設・設備 

…湿度については充分な留意が必要であるが、施設の置かれた環境や

スペックに応じて、書庫の温度が年間を通して緩やかに変動がある

ことについては支障がないと考えている（人為的な管理を行ってい

ない施設も指定を受けている）。 

 

くん蒸施設 

  …必置ではない（くん蒸施設がある方が稀である） 
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※くん蒸：主に害虫駆除や防カビ・殺菌の目的で、薬剤（ガス）を資料に浸透させ

る方法 

消火設備 

  …必ずしもガス式消火（イナージェンガス、二酸化炭素ガス）である必

要性はない。水を使用した消火は避けたいが、薬剤式（保存に影響を

与えない中性薬剤を利用したものが望ましい）でもやむを得ない。 

 

常勤職員の確保 

  …施設の担当職員が常勤であることや専門的知見を有する者である必

要性はなく、利用決定等のための審査事務の意思決定をしかるべき

者が行う体制が整っていればよい（人数についても要件を課してい

ない）。 

 

 窓口（閲覧室）の運営 

  …必ずしも職員を窓口（閲覧室）に常駐させておく必要性はなく、窓口

利用者にきちんと対応できる体制が整っていればよい。 

 

 寄贈・寄託文書の目録公開 

 …一般的には、寄贈・寄託の契約行為を成立させる上で、点数等を確定

した目録の作成や利用条件を設定しておくことが適切であると考え

られる。契約の発効をもって受入れの起点とすれば、そこから原則１

年以内の排架と目録公開について困難があるとは考えられない。 

 

手数料の設定 

 …ガイドラインではマイクロフィルムなど多様なメニューが例示され

ているが、その選択は施設側が可能なものでよい。また、手数料はあ

くまでも実費を請求するものであり、写しの作成作業を外注するこ

とが必要である場合は、その費用を転嫁することについては支障が

ない。 

 

・平成 27 年度から新たに国立公文書館等としての指定を受けた法人側の担

当者によれば、ガイドラインが指定の要件として、何を、どの程度まで求

めているのかについて、記述や説明が不充分なのではないか との意見が

あったところ。 

 

  ⅱ）施設面での課題 

 ・これまでに指定を行った施設のスペック及び体制（指定時）は下表のとお
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り。近年の傾向としては、より小規模な施設・体制でも指定を受けられる

素地が固まりつつあることがうかがえる。 

 

 
書架延長 

所蔵 

ﾌｧｲﾙ 

専属

職員 
指定 設置 備考 

東北大学 900m 5,000 6名 

H23 

H12 併 

名古屋大学 490m 24,586 7名 S60 併（H25） 

京都大学 13,340m 29,663 9名 H12  

神戸大学 564m 18.531 9名 H22 併 

広島大学 2,056m 14,227 4名 H16 併 

九州大学 950m 6,200 4名 H17  

大阪大学 1,600m ― 5名 H25 H24 併 

東京大学 324m 16,200 7名 
H27 

S62 併・2施設体制 

東京工業大学 340m ― 3名 H25  

【参考】指定に向けた準備を進めている法人 

東京外国語 

大学 
（309m） 25,000 3名  H24 

現在は事前予

約制 

（※1）大阪大学及び東京工業大学は指定時に特定歴史公文書等となる資料を保有していない。 

（※2）「併」は同一施設の他の部門が歴史資料等保有施設としての指定を併せて受けているもの。 

・指定に向けた準備を進める上で、最も障害となっているのは、保存及び利用

のためのスペースの確保である（平成 25 年度のアンケート調査では、国立

大学法人等のうち、準備を進めている 8法人中 6法人、検討を行っていない

とした 68 法人中 39 法人が、場所や施設の確保がネックになっていると回

答しており、このような傾向は平成 26 年度の調査においても確認できる）。   

特に書庫については、一部の既存施設においても満架が近づきながら、新

たな場所を確保することが難しい状況にある（数値は平成 25 年度末現在）。 

 

 総書架延長 排架済（率） 備考 

東北大学 510m 730m（143%） 耐震工事により仮移転中 

名古屋大学 788m 622m（79%） H25年度に書庫を増設 

京都大学 13,205m 1,235m（9%）  

神戸大学 572m 459m（80%）  

広島大学 2,063m 932m（45%）  

九州大学 1,131m 1,028m（91%） H30年度に移転の予定あり。 

大阪大学 1,600m 7m（0.4%） H25年度より受入開始 

（※）排架済の延長には、目録記載後に排架予定の文書の量を加算した。 
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「国立公文書館等」と歴史資料等保有施設について 
 

比較事項 国立公文書館等 歴史資料等保有施設 

保存文書の種類 

特定歴史公文書等 

（保存期間が満了した行政文書又は法人文書であっ

て歴史資料として重要なものを主とする） 

歴史的若しくは文化的な資料又

は学術研究用の資料 

 
行政文書又は法人文書

の移管の受入れ 
可 能 不 可 

 

法人その他の団体又は

個人からの寄贈・寄託

の受け入れ 

可 能 可 能 

文書の保存義務 永久保存 な し 

文書の利用提供 義 務 義 務 

 
公文書管理法に基づく

利用請求 
対 象 対象外 

 
情報公開法に基づく開

示請求 
対象外 対象外 

利用制限事由 

・個人情報 

・法人情報 

・国の安全 

・公共の安全 

・事務事業（一部） 

・寄贈又は寄託の条件 

・原本の汚損又は破損等 

※判断に当たって「時の経過」を考慮 

・個人情報 

・法人情報 

 

 

 

・寄贈又は寄託の条件 

・原本の汚損又は破損等 

 

指導監督体制 

・目録公開（1年以内） 

・利用規則への同意、規則の公開 

・施行状況報告（毎年度） 

・勧告 

・指定取消し（注1） 

・目録公開 

・利用規則の公開 

 

 

・指定取消し（注2） 

公文書管理法上

の根拠 

(法律) 第２条第３項 

(政令) 第２条第１項 

(法律) 第２条第４項第３号、第５項第３号 

(政令) 第３条第１項、第５条第１項各号 

（注 1）独立行政法人国立公文書館を除く。宮内公文書館、外交史料館にあっては、それぞれ宮内庁長官、外務大臣が指定及びその取消し

を行うこととされている。 

（注2）政令に規定された国立文化財機構の設置する博物館、国立科学博物館の設置する博物館、国立美術館の設置する美術館を除く。 

参考資料 1 
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□ 国立公文書館等一覧【１３施設】 

 
（平成２７年４月１日現在） 

 

○ 公文書等の管理に関する法律第二条第三項第一号の規定に基づく国立公文書館等【１施設】 

 

 

○ 公文書等の管理に関する法律施行令第二条第一項第一号の規定に基づき国立公文書館等として 

宮内庁長官が指定した施設【１施設】 

 

 

○ 公文書等の管理に関する法律施行令第二条第一項第二号の規定に基づき国立公文書館等として 

外務大臣が指定した施設【１施設】 

 

 

○ 公文書等の管理に関する法律施行令第二条第一項第三号の規定に基づき国立公文書館等として 

内閣総理大臣が指定した施設【１０施設】 

 

施 設 の 名 称 所  在  地 

独立行政法人国立公文書館 東京都千代田区北の丸公園３－２ 

施 設 の 名 称 所  在  地 

宮内庁書陵部図書課宮内公文書館 東京都千代田区千代田１－１ 

施 設 の 名 称 所  在  地 

外務省大臣官房総務課外交史料館 東京都港区麻布台１－５－３ 

施 設 の 名 称 所  在  地 

国立大学法人東北大学学術資源研究公開センター

史料館公文書室 
宮城県仙台市青葉区片平２－１－１ 

国立大学法人東京大学文書館 東京都文京区本郷７－３－１ 

国立大学法人東京工業大学博物館資史料館部門公

文書室 
東京都目黒区大岡山２－１２－１ 

国立大学法人名古屋大学大学文書資料室 愛知県名古屋市千種区不老町 

国立大学法人京都大学大学文書館 京都府京都市左京区吉田河原町１５－９ 

国立大学法人大阪大学アーカイブズ 大阪府箕面市粟生間谷東８－１－１ 

国立大学法人神戸大学附属図書館大学文書史料室 兵庫県神戸市灘区六甲台町１－１ 

国立大学法人広島大学文書館 広島県東広島市鏡山１－１－１ 

国立大学法人九州大学大学文書館 福岡県福岡市東区箱崎６－１０－１ 

日本銀行金融研究所アーカイブ 東京都中央区日本橋本石町１－３－１ 

参考資料2 

7



参考資料3

8



9



10



11



12



13



14



15



16



17


	01 国立公文書館等の指定の在り方
	02 参考「国立公文書館等」と歴史資料等保有施設について
	03 参考　国立公文書館等指定施設一覧(平成27年4月1日現在)
	04 参考　歴史資料等保有施設一覧(平成27年10月1日現在）



